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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータを、
　距離と時間とで運動強度を評価可能な運動における競技距離と、当該運動における被験
者の自己最高記録と、血中乳酸値の測定回数と、血中乳酸値の測定のための運動の設定距
離とを記憶する記憶手段と、
　前記競技距離と前記設定距離と前記自己最高記録とから、前記被験者に最大運動負荷を
付与するための目標時間を計算する計算手段と、
　前記計算手段により計算された目標時間を血中乳酸値の測定のための運動の最終回の目
標時間とし、当該目標時間に前記測定回数に応じた所定の係数を積算することにより他の
回の目標時間を決定するプロトコル決定手段と、
して機能させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項２】
　前記コンピュータを、前記競技距離と前記設定距離とに応じた時間補正係数を演算する
演算手段として機能させるためのプログラムをさらに記録し、
　前記計算手段は、前記自己最高記録に前記設定距離の前記競技距離に対する割合を乗じ
、さらに前記時間補正係数を乗じることにより、前記被験者に最大運動負荷を付与するた
めの目標時間を計算する、
請求項１に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項３】
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　コンピュータを、
　距離と時間とで運動強度を評価可能な運動における競技距離と、当該運動における被験
者の自己最高記録と、血中乳酸値の測定回数と、血中乳酸値の測定のための運動の設定時
間とを記憶する記憶手段と、
　前記競技距離と前記設定時間と前記自己最高記録とから、前記被験者に最大運動負荷を
付与するための目標距離を計算する計算手段と、
　前記計算手段により計算された目標距離を血中乳酸値の測定のための運動の最終回の目
標距離とし、当該目標距離に前記測定回数に応じた所定の係数を積算することにより他の
回の目標距離を決定するプロトコル決定手段と、
して機能させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項４】
　前記コンピュータを、前記自己最高記録と前記設定時間とに応じた距離補正係数を演算
する演算手段として機能させるためのプログラムをさらに記録し、
　前記計算手段は、前記競技距離に前記設定時間の前記自己最高記録に対する割合を乗じ
、さらに前記距離補正係数を乗じることにより、前記被験者に最大運動負荷を付与するた
めの目標距離を計算する、
請求項３に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、血中乳酸値を用いた持久力評価を支援する支援プログラムが格納された記録
媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　陸上競技におけるトラック種目の中長距離、水泳競技の中長距離、あるいはサッカーや
ラグビーなどの球技においては、持久力が特に要求される。このような競技選手の持久力
を正確に評価し、個々の選手に最適な練習メニューを作成して、無駄のない効率的な練習
を行うために、選手の血液中に含まれる乳酸値を利用する方法が研究されており、その成
果が各種の文献に掲載されて、注目を集めている。このような文献としては、たとえば、
トレーニングジャーナル（Training Journal）1996年３月号、８～１７頁、あるいはコー
チィングクリニック（coaching clinic ）1997年４月号、９～１３頁、同１４～１７頁な
どが存在する。
【０００３】
　血中乳酸値に基づいて持久力を評価するためには、運動負荷と血中乳酸値との関係が急
激に変化する変曲点を見出すことが重要であることから、血中乳酸値の測定に際しては、
たとえば、被検者が陸上競技の中距離走の競技選手である場合、２００ｍの距離の試走を
各回毎に異なる速度で５回行い、各回毎に血中乳酸値を測定するという方法が採用される
。したがって、多数の選手を擁する大規模なスポーツ団体では、一定期間毎に継続的に各
選手の血中乳酸値を測定した場合、血中乳酸値のデータが全体として膨大な量になってし
まう。しかも、各選手毎に持久力が異なるので、各回の試走の速度も、各選手のベストタ
イムに基づいて各選手毎に決定する必要がある。
【０００４】
　ところが、血中乳酸値を測定するための簡易な装置は開発されているものの、測定のた
めのプロトコルを迅速に決定したり、測定した血中乳酸値を効率よく解析するために有効
利用できる装置は開発されておらず、これらの決定や解析に多大の時間と労力とを要する
ことから、血中乳酸値を利用して持久力の評価や練習メニューの作成を行っているスポー
ツ団体は未だ少数に止まっているのが現状である。
【０００５】
【発明の開示】
　本発明は、上記した事情のもとで考え出されたものであって、血中乳酸値を用いた持久
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力評価を効率良く行える支援プログラムが格納された記録媒体を提供することを、その課
題とする。
【０００６】
　上記の課題を解決するため、本発明では、次の技術的手段を講じている。
【０００７】
　本発明の第１の側面によれば、コンピュータを、距離と時間とで運動強度を評価可能な
運動における競技距離と、当該運動における被験者の自己最高記録と、血中乳酸値の測定
回数と、血中乳酸値の測定のための運動の設定距離とを記憶する記憶手段と、前記競技距
離と前記設定距離と前記自己最高記録とから、前記被験者に最大運動負荷を付与するため
の目標時間を計算する計算手段と、前記計算手段により計算された目標時間を血中乳酸値
の測定のための運動の最終回の目標時間とし、当該目標時間に前記測定回数に応じた所定
の係数を積算することにより他の回の目標時間を決定するプロトコル決定手段と、して機
能させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体が提供される
。
【０００８】
　このようにすれば、自動的にプロトコルが決定されるので、血中乳酸値の測定準備を正
確かつ迅速に行える。好ましい実施形態によれば、前記コンピュータを、前記競技距離と
前記設定距離とに応じた時間補正係数を演算する演算手段として機能させるためのプログ
ラムをさらに記録し、前記計算手段は、前記自己最高記録に前記設定距離の前記競技距離
に対する割合を乗じ、さらに前記時間補正係数を乗じることにより、前記被験者に最大運
動負荷を付与するための目標時間を計算する。
【０００９】
　本発明の第２の側面によれば、コンピュータを、距離と時間とで運動強度を評価可能な
運動における競技距離と、当該運動における被験者の自己最高記録と、血中乳酸値の測定
回数と、血中乳酸値の測定のための運動の設定時間とを記憶する記憶手段と、前記競技距
離と前記設定時間と前記自己最高記録とから、前記被験者に最大運動負荷を付与するため
の目標距離を計算する計算手段と、前記計算手段により計算された目標距離を血中乳酸値
の測定のための運動の最終回の目標距離とし、当該目標距離に前記測定回数に応じた所定
の係数を積算することにより他の回の目標距離を決定するプロトコル決定手段と、して機
能させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体が提供される
。
【００１０】
　このようにすれば、自動的にプロトコルが決定されるので、血中乳酸値の測定準備を正
確かつ迅速に行える。
【００１１】
　好ましい実施形態によれば、前記コンピュータを、前記自己最高記録と前記設定時間と
に応じた距離補正係数を演算する演算手段として機能させるためのプログラムをさらに記
録し、前記計算手段は、前記競技距離に前記設定時間の前記自己最高記録に対する割合を
乗じ、さらに前記距離補正係数を乗じることにより、前記被験者に最大運動負荷を付与す
るための目標距離を計算する。
【００１２】
【００１３】
【００１４】
【００１５】
【００１６】
【００１７】
【００１８】
【００１９】
【００２０】
【００２１】
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　本発明のその他の特徴および利点は、添付図面を参照して以下に行う詳細な説明によっ
て、より明らかとなろう。
【００２２】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の好ましい実施の形態を、図面を参照して具体的に説明する。
【００２３】
　図１は、本発明に係る記録媒体に格納されたプログラムに基づいて動作するパーソナル
コンピュータの概略回路ブロック図であって、このパーソナルコンピュータは、ＣＰＵ１
、ＲＯＭ２、ＲＡＭ３、インターフェイス回路４、ハードディスクドライブ５、フレキシ
ブルディスクドライブ６、ＣＤ－ＲＯＭドライブ７、表示装置８、および操作装置９を備
えている。ＣＰＵ１、ＲＯＭ２、ＲＡＭ３、およびインターフェイス回路４は、バス線１
１により相互に接続されている。バス線１１には、データバス、アドレスバス、およびコ
ントロールバスが含まれる。インターフェイス回路４には、ハードディスクドライブ５、
フレキシブルディスクドライブ６、ＣＤ－ＲＯＭドライブ７、表示装置８、および操作装
置９が接続されている。
【００２４】
　ＣＰＵ（central processing unit ）１は、ハードディスクにインストールされてＲＡ
Ｍ３に読み込まれたプログラムに基づいて動作し、表示装置８などを制御する。
【００２５】
　ＲＯＭ（read only memory）２には、パーソナルコンピュータの起動を制御するための
プログラムやデータが格納されている。
【００２６】
　ＲＡＭ（random access memory）３は、ＣＰＵ１にワーク領域を提供するとともに、各
種のデータやプログラムを記憶する。
【００２７】
　インターフェイス回路４は、ＣＰＵ１と各種の機器との間の通信を制御する。
【００２８】
　ハードディスクドライブ５は、ＣＰＵ１により制御されて、ハードディスクに対して各
種のデータやプログラムを読み書きする。
【００２９】
　フレキシブルディスクドライブ６は、ＣＰＵ１により制御されて、フレキシブルディス
クに対して各種のデータやプログラムを読み書きする。
【００３０】
　ＣＤ－ＲＯＭドライブ７は、ＣＰＵ１により制御されて、ＣＤ－ＲＯＭ（compact disk
 read only memory ）から各種のデータやプログラムを読み取る。
【００３１】
　表示装置８は、ＬＣＤ（liquid crystal display）あるいはＣＲＴ（cathode-ray tube
）を備えており、ＣＰＵ１により制御されて、表示画面上に各種の表示を行う。
【００３２】
　操作装置９は、キーボードやマウスを備えており、使用者による操作に応じた操作信号
を出力する。
【００３３】
　血中乳酸値を用いた持久力評価支援プログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯディスク、ある
いはフレキシブルディスクなどに格納されており、その中でもたとえばＣＤ－ＲＯＭをＣ
Ｄ－ＲＯＭドライブ７に挿入すると、表示装置８の表示画面上にインストールのための操
作画面が表示される。ここでインストールを指示すると、ＣＤ－ＲＯＭドライブ７がＣＤ
－ＲＯＭに格納されている持久力評価支援プログラムを読み出し、それをハードディスク
ドライブ５がハードディスクに書き込む。
【００３４】
　インストールの終了後、持久力評価支援プログラムを起動させると、表示装置８の表示
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画面上に図２に示すようなデータ入力画面が表示され、操作者による操作装置９の操作に
応じて、個人情報の登録、プロトコルすなわち測定計画の作成、およびデータ解析などを
行うことができる。
【００３５】
　先ず、選手の個人情報の登録について説明する。表示装置８の表示画面上に図２のデー
タ入力画面が表示された状態で、操作者が操作装置９を操作して、ＩＤ番号記入欄２１に
選手のＩＤ番号を記入し、生年月日記入欄２２に選手の生年月日を記入し、年齢記入欄２
３に選手の年齢を記入し、氏名記入欄２４に選手の氏名を記入し、振り仮名記入欄２５に
選手の氏名の振り仮名を記入し、所属団体記入欄２６に選手の所属チーム名を記入し、競
技種目選択欄２７で選手の競技種目を選択し、連絡先記入欄２８に選手の連絡先の電話番
号を記入し、専門種目選択欄２９で選手の専門種目を任意数選択し、性別選択欄３０で選
手の性別を選択して、登録操作を行うと、これらの個人情報がデータベース化されてハー
ドディスクに格納される。
【００３６】
　また、操作者が操作装置９を用いて、記録情報操作欄３１を操作すると、表示装置８の
表示画面上に図３に示すような記録情報入力画面が表示され、競技会における選手の成績
や環境条件などを記入することができる。これらの記録情報も、操作装置９を用いた登録
操作により個人情報の一部としてデータベース化されてハードディスクに格納される。
【００３７】
　また、図２の競技種目選択欄２７で選択する競技種目は、図４に示すような競技種目設
定画面上で任意に設定でき、図２の専門種目選択欄２９で選択する専門種目は、図５に示
すような専門種目設定画面上で任意に設定できる。
【００３８】
　このようにデータベース化された選手の個人情報は、パーソナルコンピュータに接続さ
れたプリンタにより選手毎に印刷できるのは勿論のこと、各種の記入項目毎にそれをキー
ワードとして検索可能であり、検索結果の一覧を表示装置８の表示画面上に表示できると
ともにプリンタを用いて印刷できる。
【００３９】
　次に、プロトコルの作成について説明する。プロトコルの作成は、自動作成モード、テ
ンプレート利用モード、および手動設定モードのうちのいずれかを任意に選択して作成で
きる。
【００４０】
　自動作成モードの場合、先ず表示装置８の表示画面上に図６に示すような画面が表示さ
れる。選手の競技種目がトラック競技ではなくて競泳競技である場合、操作者が操作装置
９を用いて競技種目設定欄３５の競泳をチェックすると、表示装置８の表示画面上に図７
に示すような画面が表示される。選手の競技種目がトラック競技ではなくて球技である場
合、操作者が操作装置９を用いて競技種目設定欄３５の球技をチェックすると、表示装置
８の表示画面上に図８に示すような画面が表示される。そして、選手の競技種目がトラッ
ク競技あるいは競泳である場合、操作者が操作装置９を用いて、競技距離欄３６に選手の
専門種目の競技距離を記入し、単位選択欄３７で競技距離の単位を選択し、ベストタイム
記入欄３８に選手の専門種目の最近の自己ベストタイムを記入し、測定回数記入欄３９に
血中乳酸値の測定回数を記入し、設定距離欄４０に血中乳酸値の測定のために試走あるい
は試泳する距離を記入する。
【００４１】
　適応欄４１には、専門種目の競技距離と試走あるいは試泳する距離との相違に応じた時
間補正係数がＣＰＵ１により演算されて表示されるが、これは操作者が操作装置９を用い
て変更できる。この時間補正係数は、たとえば、専門種目の競技距離が４００ｍであり、
血中乳酸値の測定のために試走あるいは試泳する距離が２００ｍである場合、４００ｍの
自己ベストタイムの半分よりも少ない時間で２００ｍを試走あるいは試泳できることが経
験的に判明しているので、そのための補正を行うための係数である。
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【００４２】
　一方、選手の競技種目が球技である場合、操作者が操作装置９を用いて、１２分間走、
３ｋｍ走、あるいは１．５ｋｍ走のうちから１つをチェックすることにより選択する。こ
れは、球技の場合には専門種目の競技距離というものが存在しないため、血中乳酸値の測
定のために行う運動を決定する必要があるからである。１２分間走を選択した場合、操作
者が操作装置９を用いて、最長距離記入欄４２に選手の１２分間走の最近の自己最長距離
を記入する。３ｋｍ走を選択した場合、操作者が操作装置９を用いて、ベストタイム記入
欄４３に選手の３ｋｍ走の最近の自己ベストタイムを記入する。１．５ｋｍ走を選択した
場合、操作者が操作装置９を用いて、ベストタイム記入欄４４に選手の１．５ｋｍ走の最
近の自己ベストタイムを記入する。測定回数記入欄３９および適応欄４１は、トラック競
技あるいは競泳の場合と同様である。
【００４３】
　各種の設定が終了した後、操作者が操作装置９を用いて作成操作欄４５を操作すれば、
ＣＰＵ１によりプロトコルが自動的に生成される。たとえば、図７の設定画面で、測定回
数記入欄３９に５回を設定し、設定距離欄４０に２００ｍを設定した場合、図９に示すよ
うに、データ表示・記入欄４７にプロトコルが表示される。すなわち、ＣＰＵ１が、測定
回数と設定距離と選手の専門種目のベストタイムとに基づいて、血中乳酸値の測定のため
に５回行う２００ｍの試泳における、各回の目標タイムを演算し、表示装置８を制御して
データ表示・記入欄４７にプロトコルを表示させるのである。５回の測定における目標タ
イムは、運動負荷が次第に大きくなるように、回を重ねる毎に次第に短くなっており、第
５回目の目標タイムは、その選手のベストタイムに一致するのであるが、選手の専門種目
が４００ｍの競泳である場合、４００ｍのベストタイムを単純に１／２にするのではなく
、適応欄４１に記入された時間補正係数を用いて補正している。さらに具体的に述べると
、ＣＰＵ１は、設定距離とベストタイムとに基づいて、選手に最大運動負荷を付与する第
５回目の測定における目標タイムを演算し、その演算結果に測定回数を考慮した所定の係
数を積算することにより、第４回目から第１回までの測定における目標タイムを順次演算
する。このプロトコルに基づいて、データ表示・記入欄４７に表示された各回の目標タイ
ムと極力一致するように、選手に２００ｍの距離を５回試泳してもらい、各回の試泳の後
に選手の血中乳酸値を測定する。
【００４４】
　テンプレートを利用するモードの場合、操作者が操作装置９を用いて、図２に示す画面
から図１０に示すようなテンプレート選択画面を呼び出し、テンプレート名選択欄５０か
ら所望のテンプレートを選択する。テンプレート名選択欄５０には、頻繁に使用するプロ
トコルがテンプレートとして登録されているテンプレートの名称が表示されるので、その
うちのいずれか１つを選択すればよい。これにより、選択されたテンプレート名に対応す
る定型プロトコルが、図１１に示すようにデータ表示・記入欄４７に表示されるので、必
要に応じて操作者が編集してプロトコルを決定する。
【００４５】
　手動設定モードの場合、図１２に示すように、操作者が操作装置９を用いて、データ表
示・記入欄４７に設定距離と各回の目標タイムとを記入する。これにより、各回のラップ
タイムがＣＰＵ１により演算され、データ表示・記入欄４７に表示される。手動設定モー
ドにおける別のプロトコル作成方法として、測定日記入欄４８に表示される過去の測定日
を選択することにより、その日の測定に用いたプロトコルを呼び出して、それを必要に応
じて編集することもできる。
【００４６】
　以上の説明では、設定距離を与えて各回の測定における目標タイムを決定する場合につ
い述べたが、もちろん、設定時間を与えて各回の測定における目標距離を決定する場合に
も同様の手法でプロトコルを作成できる。さらには、各回の測定における運動負荷の付与
方法としてトレッドミルや自転車エルゴなどを用いる場合には、たとえば図１３に示すよ
うにプロトコルが生成される。
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【００４７】
　また、いずれのモードで生成したプロトコルも、プリンタにより印刷可能であるととも
に、定型プロトコルとして登録することにより、テンプレートとして利用できる。
【００４８】
　かくしてプロトコルが決定された後、プロトコルに従って選手に複数回の運動負荷を与
え、各回の運動終了毎に、選手の血中乳酸値と心拍数とを測定し、図１４に示すように、
操作者が操作装置９を用いてデータ表示・記入欄４７に測定結果を記入する。このとき、
目標タイムと実測タイムとが完全に一致するとは限らないので、実測タイムも同時に記入
する。これにより、実測タイムに基づいてＣＰＵ１が速度を演算し、データ表示・記入欄
４７に表示する。
【００４９】
　図１４に示す画面において、操作者が操作装置９を用いてメモ操作欄４９を操作すると
、図１５に示すようなメモ記入画面が表示装置８の表示画面上に表れ、操作者が操作装置
９を用いて、測定場所、測定時間帯、各種自然条件、選手の状況などを記入することがで
きる。このメモは、測定結果とともにデータベース化されてハードディスクに格納される
。
【００５０】
　測定結果の入力が完了すると、データ解析のための各種設定操作を行うことにより、解
析結果のグラフや数表が表示される。すなわち、操作者が操作装置９を用いて、図１６に
示すような設定画面を表示装置８の表示画面上に表示させ、グラフ形式選択欄５１をチェ
ックして、単一グラフ、比較グラフ、時系列グラフ、および団体グラフのうちのいずれか
を選択する。さらに、操作者が操作装置９を用いて、乳酸値解析方法選択欄５２を操作し
て血中乳酸値の解析方法を選択し、心拍数解析方法選択欄５３を操作して心拍数の解析方
法を選択し、複数の検出ポイント欄５４ａ，５４ｂに必要に応じて検出ポイントを記入す
る。乳酸値解析方法選択欄５２あるいは心拍数解析方法選択欄５３の解析方法としては、
たとえば２次曲線、単屈曲、二重屈曲、折れ線などを選択することができ、それに応じた
グラフが生成される。
【００５１】
　グラフ形式選択欄５１で比較グラフを選択した場合、操作者が操作装置９を用いて、デ
ータ選択操作欄５５を操作する。これにより、図１７に示すようなデータ選択画面が表示
されるので、操作者が操作装置９を用いて、比較すべき個人データを選択する。比較すべ
き個人データは、他の選手の測定結果であってもよいし、同一選手の過去の測定結果であ
ってもよい。
【００５２】
　操作者が操作装置９を用いて、図１６の解析操作欄５６を操作すると、ＣＰＵ１により
設定内容に応じたデータ解析が行われ、データシート画面のデータ表示・記入欄４７に結
果が表示される。たとえば、図１６のグラフ形式選択欄５１で単一グラフが選択された場
合、図１８に示すように、心拍数ＨＲと運動強度との関係を表すグラフと、血中乳酸値Ｌ
Ａと運動強度との関係を表すグラフすなわちラクテートカーブとがデータ表示・記入欄４
７に表示される。さらに、検出ポイント欄５４ａ，５４ｂに設定した検出ポイントにおけ
る数値がデータ表示・記入欄４７に表示される。図１８の例では、血中乳酸値がそれぞれ
２，４，６ｍｍｏｌ／ｌになった運動負荷強度すなわち速度が数表の形式で表示されてい
る。なお図１８の例では図示していないが、心拍数を数表の形式で表示するように構成し
てもよい。
【００５３】
　図１６のグラフ形式選択欄５１で比較グラフが選択された場合、図１９に示すように、
心拍数ＨＲと運動強度との関係を表すグラフと、血中乳酸値ＬＡと運動強度との関係を表
すグラフとに、比較対象のグラフが破線で表示される。
【００５４】
　図１６のグラフ形式選択欄５１で時系列グラフが選択された場合、図２０に示すように
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、設定された任意の血中乳酸値に対する負荷強度、たとえば血中乳酸値が２ｍｍｏｌ／ｌ
および４ｍｍｏｌ／ｌの場合の試走速度あるいは試泳速度が時系列的に表示される。
【００５５】
　なお、操作者が操作装置９を用いて、図１６の主観強度選択欄５７をチェックすること
により主観強度の表示を選択した場合、血中乳酸値ＬＡと運動強度との関係を表すグラフ
に、主観強度と運動強度との関係を表すグラフが重ねて表示される。もちろん、主観強度
がデータとして入力されていることが前提になる。主観強度とは、選手が体感した運動強
度すなわち疲労度である。
【００５６】
　データ表示・記入欄４７に表示されたグラフを観察することにより、個々の選手の乳酸
性閾値ＬＴ（lactate threshold ）やＯＢＬＡ（onset of blood lactate accumulation 
）などを判断して、選手の現在の持久力、あるいは持久力の向上度などを正確に評価でき
る。この結果、個々の選手に対する最も効果的な練習メニューを作成できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る記録媒体に格納されたプログラムに基づいて動作するパーソナル
コンピュータの概略回路ブロック図である。
【図２】　本発明に係る記録媒体に格納されたプログラムに基づいて表示装置に表示され
る表示画面の説明図である。
【図３】　本発明に係る記録媒体に格納されたプログラムに基づいて表示装置に表示され
る表示画面の説明図である。
【図４】　本発明に係る記録媒体に格納されたプログラムに基づいて表示装置に表示され
る表示画面の説明図である。
【図５】　本発明に係る記録媒体に格納されたプログラムに基づいて表示装置に表示され
る表示画面の説明図である。
【図６】　本発明に係る記録媒体に格納されたプログラムに基づいて表示装置に表示され
る表示画面の説明図である。
【図７】　本発明に係る記録媒体に格納されたプログラムに基づいて表示装置に表示され
る表示画面の説明図である。
【図８】　本発明に係る記録媒体に格納されたプログラムに基づいて表示装置に表示され
る表示画面の説明図である。
【図９】　本発明に係る記録媒体に格納されたプログラムに基づいて表示装置に表示され
る表示画面の説明図である。
【図１０】　本発明に係る記録媒体に格納されたプログラムに基づいて表示装置に表示さ
れる表示画面の説明図である。
【図１１】　本発明に係る記録媒体に格納されたプログラムに基づいて表示装置に表示さ
れる表示画面の説明図である。
【図１２】　本発明に係る記録媒体に格納されたプログラムに基づいて表示装置に表示さ
れる表示画面の説明図である。
【図１３】　本発明に係る記録媒体に格納されたプログラムに基づいて表示装置に表示さ
れる表示画面の説明図である。
【図１４】　本発明に係る記録媒体に格納されたプログラムに基づいて表示装置に表示さ
れる表示画面の説明図である。
【図１５】　本発明に係る記録媒体に格納されたプログラムに基づいて表示装置に表示さ
れる表示画面の説明図である。
【図１６】　本発明に係る記録媒体に格納されたプログラムに基づいて表示装置に表示さ
れる表示画面の説明図である。
【図１７】　本発明に係る記録媒体に格納されたプログラムに基づいて表示装置に表示さ
れる表示画面の説明図である。
【図１８】　本発明に係る記録媒体に格納されたプログラムに基づいて表示装置に表示さ
れる表示画面の説明図である。
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【図１９】　本発明に係る記録媒体に格納されたプログラムに基づいて表示装置に表示さ
れる表示画面の説明図である。
【図２０】　本発明に係る記録媒体に格納されたプログラムに基づいて表示装置に表示さ
れる表示画面の説明図である。
【符号の説明】
　１　ＣＰＵ
　２　ＲＯＭ
　３　ＲＡＭ
　４　インターフェイス回路
　５　ハードディスクドライブ
　６　フレキシブルディスクドライブ
　７　ＣＤ－ＲＯＭドライブ
　８　表示装置
　９　操作装置

【図１】 【図２】
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【図１５】 【図１６】
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